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第１回市政モニターアンケート結果 

「ＡＥＤって何？」について 

 

１ アンケート実施概要 

（１）対  象  市政モニター １９９人 

（２）回答者数  １９０人（回収率 ９５．５％） 

（３）実施期間  平成２０年６月２０日～７月４日 

（４）目  的  ＡＥＤを含めた応急手当の普及率を把握することにより、救命率の向上を図るため

の資料とする｡ 

 

２ アンケート結果の概要 

各設問の回答概要 

問１ 年齢について 

「３０～３９歳」が２６．８％、「６０～６９歳」が２３．７％、「４０～４９歳」が１４．７％となってい

ます。 

問２ 性別について 

「男性」が５１．０％、「女性」が４９．０％となっています｡ 

問３ 居住地区について 

全体的には人口比率(平成 20 年 4 月 1 日現在)とほぼ同様のバラつきとなっています。 

問４ ＡＥＤの認知度割合について 

「名称も使用方法も知っている」が３０．０％で「名称のみ知っている」の６４．７％をあわせ

ると、ＡＥＤの認知度は９４．７％である。 

しかし、「名称も使用方法も知らない」が５．３％のため更なる普及啓発が必要であると考

えています。 

問５ 設置場所の認知度割合について 

「ほとんど知っている」が３．７％に留まっているのに対して、「一部のみ知っている」が、

６３．７％であった。また「全く知らない」が２６．８％であるため、設置場所について更に広

報が必要であると考えています。 

問６ 設置場所を認知した媒体について 

広報媒体としては、「広報さがみはら」が２２．１％であり、他の媒体に比べて、効果が大き

いという結果となった。 

また、「その他」のうち、実際に設置してあるＡＥＤを見かけたと回答した方も多数いたこと

から、設置場所を増やすことにより、認知度も上昇すると推測される。 

問７ 心肺蘇生法の認知度について 

「知っている」が９２．６％を占めていることから、市民のほとんどの方が、認知していると

思われる。 

問８ 心肺蘇生法の習得度について 

「習ったことは全くない」が５３．２％で、少しでも習ったことのある方を上回っていることか

ら、心肺蘇生法の必要性及び講習の実施場所等の広報を更に充実させる必要があると考

えています。 
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問９ 習得した救命講習を実施した機関等について 

「学校又は勤務先で行われた救命講習」が３４．１％であるのに対して、市主催で行われ

た救命講習が３．４％に留まっていることから、講習日等の広報について充実していきたいと

考えています。 

 

３ 各設問と回答分布状況 

 

問１ あなたの年齢をお伺いします。 

① 19 歳以下  ⑤ 50～59 歳 

② 20～29 歳  ⑥ 60～69 歳  

③ 30～39 歳  ⑦ 70 歳以上  

④ 40～49 歳 

 

 

 

 

問２ あなたの性別をお伺いします。 

 ① 男性 

 ② 女性 

 

 

 

問３ あなたのお住まいの地区をお伺いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 回答分布（%）

1 ４ ２．１ 

2 １６ ８．４ 

3 ５１ ２６．８ 

4 ２８ １４．７ 

5 ２３ １２．１ 

6 ４５ ２３．７ 

7 ２３ １２．２ 

合計 １９０ １００ 

選択肢 回答数 回答分布（%）

1 ９７ ５１．０ 

2 ９３ ４９．０ 

合計 １９０ １００ 

選択肢 回答数 回答（%） 選択肢 回答数 回答（%）

１ ５ ２．６ １２ ９ ４．７ 

２ ３ １．６ １３ ７ ３．７ 

３ ５ ２．６ １４ ５ ２．６ 

４ １４ ７．４ １５ ３ １．６ 

５ ５ ２．６ １６ ８ ４．２ 

６ ８ ４．２ １７ ３ １．６ 

７ ２４ １２．７ １８ １８ ９．５ 

８ １８ ９．６ １９ ２ １．０ 

９ １３ ６．８ ２０ ７ ３．７ 

１０ １９ １０．０ ２１ １ ０．５ 

１１ ９ ４．７ ２２ ４ ２．１ 

 合計 １９０ １００ 

1 小山地区    

2 清新地区 

3 横山地区 

4 中央地区 

5 星が丘地区 

6 光が丘地区 

7 橋本地区 

8 大野北地区 

9 大野中地区 

10 大野南地区 

11 大沢地区 

12 田名地区 

13 上溝地区 

14 麻溝地区 

15 新磯地区 

16 相模台地区 

17 相武台地区 

18 東林地区 

19 城山町地区 

20 津久井町地区 

21 相模湖町地区 

22 藤野町地区 
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問４ あなたは、ＡＥＤを知っていますか。 

① 名称も使用方法も知っている。 

② 名称のみ知っている。 

③ 名称も使用方法も知らない。 

 

 

 

問５ 設置場所を知っていますか。 

 ① ほとんど知っている。 

 ② 自宅付近に設置してある場所のみ知っている。 

③ 職場付近に設置してある場所のみ知っている。 

④ 自宅や職場に関係なく一部のみ知っている。 

⑤ 全く知らない。 

 

 

 

 

 

問６あなたはＡＥＤの設置場所を何でお知りになりましたか。次の選択肢の中で近いものをお選び

ください。（複数回答可） 

 ① 市ホームページ 

 ② 広報さがみはら 

 ③ チラシ 

 ④ 救命講習等 

 ⑤ 防災訓練等 

 ⑥ 救急フェアによる広報 

 ⑦ 催し物（市民桜まつりや泳げ鯉のぼり大会等） 

 ⑧ 口コミ 

 ⑨ その他 

  ・通りがかりに見かけた 

  ・駅や公民館などで実際にみかけた 

  ・ＡＥＤの文字が目に付いた 

  ・新聞・テレビの報道 

  ・通院中の歯医者でみた 

  ・幼稚園や小学校でみた 

 

問７ あなたは、「心肺蘇生法」という言葉をご存知ですか。 

 ① 知っている                   

 ② 知らない 

  

 

選択肢 回答数 回答分布（%）

１ ５７ ３０．０ 

２ １２３ ６４．７ 

３ １０ ５．３ 

合計 １９０ １００ 

選択肢 回答数 回答分布（%）

１ ７ ３．７ 

２ ４５ ２３．７ 

３ ５ ２．６ 

４ ７１ ３７．４ 

５ ５１ ２６．８ 

無回答 １１ ５．８ 

合計 １９０ １００ 

選択肢 回答数 選択率（%） 

1 １１ ５．６ 

2 ４４ ２２．１ 

3 ６ ３．０ 

4 ２０ １０．０ 

5 １１ ５．６ 

6 ４ ２．０ 

7 １５ ７．５ 

8 １１ ５．５ 

9 ７７ ３８．７ 

合計 １９９ １００ 

選択肢 回答数 選択率（%）

1 １７６ ９２．６ 

2 １４ ７．４ 

合計 １９０ １００ 
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問８ あなたは、心肺蘇生法又はＡＥＤの取り扱い方法を習ったことありますか。次の選択肢の中で

一番近いものをお選びください。（回答は１つ） 

１ ＡＥＤの取り扱いを含めた心肺蘇生法を習った。 

２ ＡＥＤの取り扱い以外の心肺蘇生法を習った。  

３ ＡＥＤの取り扱いのみ習った。          

４ 習ったことは全くない。    

 

 

 

 

 

 

 

問９ 問８で「１」～「３」とお答えの方にお伺いします。どこで習いましたか。 

（回答該当者８８名） 

１ 市主催で行われた救命講習 

２ 学校又は勤務先で行われた救命講習 

３ 自治会等で行われた救命講習 

４ 自動車教習所で行われた救命講習 

５ 日本赤十字で行われた救命講習 

６ 上記以外に消防職員により行われた救命講習 

７ その他 

 ・職場に設置してあるのでメーカーの方に習った 

 ・プール監視員のアルバイトをしていたときの講習にて 

・ヘルパーの資格を取得する時に習いました。 

 ・日赤救助員講習会や、スイミングコーチ取得時 

 ・元看護師のため授業で習った 

・高校の保健の授業で教えてもらった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 選択率（%）

1 ３２ １６．８ 

2 ４９ ２５．８ 

3 ７ ３．７ 

4 １０１ ５３．２ 

 １ ０．５ 

合計 １９０ １００ 

選択肢 回答数 回答分布（%）

1 ３ ３．４ 

2 ３０ ３４．１ 

3 ９ １０．２ 

4 １４ １５．９ 

5 ６ ６．８ 

6 １３ １４．８ 

7 １３ １４．８ 

合計 ８８ １００ 
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問１０自由意見（ＡＥＤに関するあなたのご意見やご要望を自由に記入ください） 

 

主な意見及び市からのお答え 

主 な 意 見 市 か ら の お 答 え 

・AED の使用を含めた心肺蘇生

法を多くの市民に周知していた

だけるよう広報活動を続けて下

さい。 

・市ホームページ、広報さがみはら、ＦＭさがみ、各イベント

（市民祭り、消防フェア、消防出初式）や防災訓練（総合防災

訓練、自主防災訓練）等で広報等を実施していますが、今後

も積極的に広報等を実施してまいります。 

・心肺蘇生法の講習会を設けて

いただき、合格者には免許を与

えていただきたい 

・現在「９の付く日は救命講習の日」というキャッチフレーズ

で、奇数月の９が付く日に救命講習会を実施しております。講

習終了後の認定証の発行もしておりますので、是非ご参加下

さい。 

・ＡＥＤを使用して、万が一不幸

な結果となったときの責任につ

いて法的にはどの様な解釈とな

っているのでしょうか？  

・一般市民の方が善意で実施した心肺蘇生法については、

原則として、その結果を法的に問われることはないと考え

られています。大切なことは、必要な場合には勇気を持っ

て一刻も早く応急手当を行うことです。 

・ＡＥＤの設置場所を知っていて

も使い方がわからないので活用

できない人が多いと思う。 

・使用方法については、救命講習会に参加して頂くことで学ぶ

事が出来ます。講習日は、広報さがみはらに掲載され他、市

ホームページで確認することが出来ます。 

・ＡＥＤの設置場所や使用方法

のＰＲはしているのか。 

・現在、市ホームページに掲載させて頂いておりますが、広報

媒体の選択等をもう一度検討し、多くの市民の方に知って頂く

よう努力します。 

・公共施設や身近なところにたく

さん設置してほしい 

・今後必要に応じて設置場所の検討をしていきます。 

・ＡＥＤの使用は、かなり難しく一

般人では会得するのが困難と聞

いたが、本当ですか。 

・基本的な、手順を覚えれば難しいことは、ありません。また、

以前に比べてより簡単になりました。 

・救える命を救うために、一度救命講習会等に参加して頂き、

心肺蘇生法をマスターして下さい。 

 

 

主  な  意  見 

・家族が狭心症の手術をしましたので興味もあり、設置もありがたいと思っています。 

・実際にＡＥＤで命が救われた人が身近にいる。ＡＥＤで生命が救われる状況を現実に知ることが

大切だと思う。 

・中学校以上は授業で講習を受講するようにしたら躊躇せず利用できると思う。 

・ＡＥＤの講習会に参加したいと思っています。近くで開催されたときに親子で参加したい 

・鉄道会社に勤務しているのですが、ＡＥＤを適切に扱って助かった命を数多く見ています。ＡＥＤ

はとても有効なものだと実感しています。 

・救命講習が有料なのは納得いかない。 

 


